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平 成 ３０年 美 郷 町 議 会 議 事 録 

 

 第３回 定例会（第１号） 

招集年月日 平成３０年 ９月 ４日 

招集の場所  美 郷 町 役 場 議 会 議 場  

開会日時  

及び宣告  

開 会 

 平成３０年 ９月 ４日  午前 ９時３０分 

議 長   西 嶋  二 郎 

散 会 

 

 平成３０年 ９月 ４日  午後 １２時 ５分 

議 長   西 嶋  二 郎 

応招、不応 

招議員及び 

出席並びに 

欠席議員  

 

出席１２名 

 

欠席 ０名 

 

凡例 

○ 出 席 

△ 欠 席 

× 不応招 

○△公務欠 

議 席 

番 号 
氏   名 

出席等 

の 別 

議 席 

番 号 
氏   名 

出席等 

の 別 

議 長 

(１２) 
西 嶋 二 郎 ○ ５ 福島教次郎 ○ 

副議長 

(７) 
岩 根 和 博 ○ ６ 藤 原 修 治 〇 

１ 日 髙  学 ○ ８ 山 本 幹 雄 ○ 

２ 中 原 保 彦 ○ ９ 安 田 勝 司 ○ 

３ 波多野康博 ○ １０ 簱 根 正 一 ○ 

４ 原 克 美 ○ １１ 佐 竹 一 夫 ○ 



-2- 

 

会議録署名 

議    員 
１１番 佐 竹 一 夫  １番 日 髙 学 

地方自治法第 

１２１条によ 

り説明のため 

出席した者の 

職・氏  名  

職  名 氏  名 職  名 氏  名 

町  長 景 山 良 材 住民課長 高 橋 武 司 

副 町 長 岸 本 建 夫 健康福祉課長 旭 林 修 範 

教 育 長 田 邊 哲 也 産業振興課長 烏 田 正 輝 

総務課長 小 田 運 博 建設課長 添 谷 正 夫 

井上企画財政課長 井 上 陽 生 大和事務所長 大 畠 修 二 

定住推進課長 岡 先 宏 和 教育課長 漆 谷 千 鳥 

出納室長 木 川 士 朗   

職務により議会に出席 

した者の職・氏名  

議会事務局長 漆 谷 和 彦 

議会事務局員 大 畑 真 紀  

議 事 日 程 別紙のとおり 

会議に付した事件  別紙のとおり 

会 議 の 経 過  別紙のとおり 

 

  



-3- 

 

平成３０年美郷町議会第３回定例会議事日程 

             （第 １ 号） 

 

平成３０年 ９月 ４日（火） 午前 ９時３０分 開会  

日

程 
事           件 

１ 会議録署名議員の指名 

２ 会期の決定 

３ 行政報告 

４ 請願の委員会付託 

５ 

 
報告事項 

 

報告第 ３ 号 平成２９年度決算に基づく美郷町の健全化判断比率
及び資金不足比率の報告について 

 

報告第 ４ 号 平成２９年度一般財団法人美郷町開発公社事業実績
及び決算並びに平成３０年度事業計画及び予算の
報告について 

 
報告第 ５ 号 平成２９年度株式会社グリーンロードだいわ第２６

期決算並びに第２７期事業計画及び予算の報告につ
いて 

 

報告第 ６ 号 平成２９年度一般社団法人ファームサポート美郷事
業実績及び決算並びに平成３０年度事業計画及び予
算の報告について 

 

６ 

 

 

議案の上程、説明 
 

【条例案】 
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議案第７０号 美郷町集会所条例の一部を改正する条例の制定に
ついて 

 
議案第７１号 美郷町隣保館条例の一部を改正する条例の制定に
ついて 

 
 

 

 
【予算案】 

 

議案第７２号 平成３０年度美郷町一般会計補正予算（第４号） 
 

議案第７３号 平成３０年度美郷町簡易水道事業特別会計補正予算
（第２号） 

 

議案第７４号 平成３０年度美郷町下水道事業特別会計補正予算
（第４号） 

 

議案第７５号 平成３０年度美郷町国民健康保険特別会計補正予算
（第２号） 

 

議案第７６号  平成３０年度美郷町国民健康保険診療所特別会計補
正予算（第２号） 
 

 議案第７７号 平成３０年度美郷町後期高齢者医療特別会計補正
予算（第２号） 
 

【一般事件案】 

 
議案第７８号 専決処分の承認を求めることについて（平成３０年

度美郷町一般会計補正予算 第３号） 

 
議案第７９号 専決処分の承認を求めることについて（平成３０年

度美郷町下水道事業特別会計補正予算 第３号） 

 
議案第８０号 平成２９年度美郷町歳入歳出決算の認定を求めるこ

とについて 
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●西嶋議長 

おはようございます。 

全議員出席であります。 

ただ今から、平成３０年美郷町議会第３回定例会を開会いたします。 

直ちに、本日の会議を開きます。 

本日の日程は、予めお手元に配布してあるとおりであります。 

日程第１、「会議録署名議員の指名」を行います。 

会議録署名議員は、会議規則第１２７条の規定により、１１番・佐竹 議員、１番・日高

議員を指名いたします。 

日程第２、「会期の決定」を議題といたします。 

お諮りします。 

本定例会の会期は、本日４日から１３日までの１０日間といたしたいと思いますが、これ

にご異議ございませんか。 

（異議なしの声） 

●西嶋議長 

ご異議なしと認め、本定例会の会期は、本日から１３日までの１０日間とすることに決し

ました。 

日程第３、「行政報告」を行います。 

町長から、行政報告の申し出がありましたので、これを受けたいと思います。 

●西嶋議長 

 番外、町長。 

●景山町長 

議長さんのお許しをいただきましたので、５点、報告をいたします。始めに、この度の第

３回定例会では、条例２件、予算６件、一般事件３件、報告事件４件を提出させていただき

ます。ご審議のほど、よろしくお願い申し上げます。 

１つ目の報告は、三江線改良利用促進期成同盟会と三江線活性化協議会の解散について

でございます。三江線改良利用促進期成同盟会は、昭和１３年４月に三江鉄道速成同盟会と

して結成され、名称は変わりましたが、三江線の建設や全線開通の促進、国鉄改革時には三

江線廃止反対運動、そして利用促進等取り組んでまいりました。三江線活性化協議会は、平

成２２年３月に組織し、三江線の利用促進、沿線地域の観光振興、地域活性化などに取り組

んでまいりました。三江線の廃止に伴い、期成同盟会は、平成３０年３月３１日付けで、活

性化協議会は、平成３０年８月３１日付けをもって解散いたしました。いずれも清算事務が

終了したのち、期成同盟会の残余金は邑智郡町村会に、活性化協議会の残余金は６市町と邑

智郡町村会へ寄附することとしており、この寄附をもって、全ての活動が終了いたします。

また、解散後の事務は、邑智郡町村会で引き継いでいただくこととなりました。 

２つ目は、三江線跡地の取得について、でございます。現在、島根県が進めている県道川
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本波多線の道路改良工事に伴い、竹谷川付近の三江線跡地の４筆について、町が取得する方

向で協議を進めております。県道川本波多線は地域間を結ぶ重要な路線であるだけでなく、

三江線代替交通バスの運行する路線でもあります。町として、交通の安全確保の点から、県

道改良工事に協力する必要があると判断し、跡地を取得したいと考えております。また、浜

原駅周辺では、交通結節点の整備を進めていきますが、駅周辺跡地の利活用の検討も考慮し、

桂根参道踏切付近の跡地の一筆を取得する方向で協議しております。いずれも三江線代替

交通整備に係る跡地取得であるため、無償譲渡の方向で、ＪＲ西日本と協議を行っておりま

す。今後、譲渡条件の調整を行い、譲渡契約を締結したいと考えております。 

３つ目は、邑智郡総合事務組合の新可燃ごみ共同処理施設整備とし尿処理施設の状況で

ございます。大田市と邑智郡が共同で進めている新可燃ごみ共同処理施設整備は、平成３０

年度に、邑智クリーンセンターの周辺整備、新可燃ごみ処理施設建設・現焼却施設の解体等

の優先交渉権者を決定するプロポーザルを実施することとされております。周辺整備につ

きましては、町道３線の入札が行われ、事業が進められています。新施設建設等に係る業者

選定は、指名型プロポーザルで行うこととされ、審査委員会が設置されて、本町から副町長

が委員として参加しております。事務組合では、１０社に指名通知を行い、４社から参加表

明があり、うち要件を備えている３社でプロポーザルが行われることとなっております。今

後の手続き、審査により平成３１年２月に優先交渉権者を決定する予定となっております。

次に、最終処分場の整備であります。最終処分場整備検討委員会は、本年６月に１回目の委

員会を開催し、基本設計について了承されたところです。この検討委員会は、施設整備が完

了する平成３３年度まで継続する予定となっています。また、整備実施業者の選定は、指名

型プロポーザルで行うこととされ、５社に指名を行い、平成３１年３月に優先交渉権者を決

定する予定となっております。そして、７月豪雨災害で被災した、し尿処理施設志谷苑の状

況であります。被害は、地下と建物一階部分が冠水し、制御盤・ポンプ等の各機器が使用不

能となり、被害額は１億９４００万円になっています。これらの復旧経費は、国庫補助金、

損害保険金、基金繰入金により対応することで、各町の新たな負担は発生しない見込みであ

ります。し尿処理の業務は、浜田市・江津市・大田市へ委託をしていましたが、８月６日か

ら、志谷苑で処理を再開しております。 

４つ目は、固定資産税の課税誤りについてでございます。課税誤りがありましたのは、一

法人の固定資産税で、平成２６年と２９年取得の償却資産に係るもので、平成２６年取得分

は、平成２７年度から３０年度の４年間で４７万７０００円、平成２９年取得分は、平成３

０年度で４万３６００円が、過徴収となっておりました。これらの償却資産は、特例適用に

よって２分の１の税額となるものですが、職員のチェック不足のため、この適用が漏れてい

たことが原因であります。深くお詫び申し上げますとともに、二重チェックを行うなどチェ

ック体制を強化し、再発防止に努めてまいります。なお、還付につきまして、３０年度課税

分は、現予算から還付し、２７から２９年度課税分の還付分は、この度の補正予算に計上さ

せていただいております。最後に、工事等発注状況につきまして、６月から８月までの一覧
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をお手元のタブレットに配信しておりますので、ご覧いただきますようお願いいたします。 

以上。     

●西嶋議長 

町長の行政報告が終わりました。 

日程第４、請願の委員会付託を行います。 

 本定例会までに受理しております請願は、お手元に配布しております請願文書表のとお

りであります。 

 会議規則第９５条の規定により、請願文書表のとおり、所管の委員会へ付託いたしますの

で、審査をお願いいたします。 

日程第５、報告事項に入ります。 

報告第３号から、報告第６号までの報告事件案４件について、順次説明を求めます。 

●西嶋議長 

 企画財政課長。 

●井上企画財政課長 

 報告第３号、平成２９年度決算に基づく美郷町の健全化判断比率及び資金不足比率の報

告をさせていただきます。表１の平成２９年度美郷町健全化判断比率でございます。この内、

実質赤字比率につきましては、実質赤字額が標準財政規模に占める割合を示すものでござ

います。基本的には一般会計と特別会計の内、下水道事業、簡易水道、国民健康保険、国民

健康保険診療所、後期高齢者医療などを除いた住宅新築資金等貸付事業、そして君谷診療所

特別会計の普通会計が対象となります。美郷町は黒字決算でございましたので数値の記載

はございません。次に連結実質赤字比率につきましては、一般会計他７会計、特別会計すべ

ての会計の赤字額及び資金不足額を標準財政規模で除して得た率でありまして、美郷町は

全会計が黒字決算でございますので、数値の記載はございません。次に実質公債費比率でご

ざいます。これは地方債の元利償還金等が標準財政規模に占める割合を示すものでござい

ます。平成２７年、２８年、２９年度の３カ年の平均として、決算では１２．４％です。昨

年度は１３．１％でした。０．７ポイント減少しました。これは平成２９年度の単年度のポ

イントが１０．８％と減少したことによります。要因としましては、合併時の公債費分が大

きく減ったということが要因となっております。次に将来負担比率でございます。これは一

般会計が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対する比率を示したものでござい

ます。平成２９年決算で７５．６％でございます。昨年度の６７．２％と比較をいたします

と、８．４ポイント上昇しております。この要因といたしましては、基金取崩しによるもの

で今後も基金へ依存しなければならない財政運営においては上昇の推移が見込まれるとこ

ろでございます。次に標記２、平成２９年度美郷町資金不足比率につきましては、簡易水道

事業特別会計、下水道特別会計事業とも昨年同様に黒字決算でございましたので、資金不足

はございませんので数値の記載はされておりません。いずれの比率におきましても、早期健

全化基準を下回った結果となっております。今後につきましても各会計とも効率的な行財
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政運営に努めまして、より健全性を保つべく取り組んで参りたいと考えております。以上、

報告第３号について説明いたしました。 

続きまして、報告第４号になります。よろしくお願いします。平成２９年度一般財団法人

美郷町開発公社事業実績及び決算並びに平成３０年度事業計画及び予算について報告をさ

せていただきます。平成２９年度事業実績及び決算につきましては、平成２９年６月８日に

監査を受け、その後６月２７日の理事会と評議員会で承認をされたものでございます。監査

の報告書につきましては１４ぺージの写しのとおりでございます。また平成３０年度の事

業計画および予算につきましては、平成３０年３月２０日の理事会に承認され、その後６月

の２７日に補正をしたものです。概要についてご説明します。次ページをお願いします。平

成２９年度の美郷町開発公社の事業報告でございます。（１）ゴールデンユートピアおおち

管理運営業務でございます。施設の利用としましては、平成２９年度の施設利用者数は４万

９６４８人で、昨年度より２９９人の増として入場者はほぼ横ばいとなりました。1月の震

災で１０日あまり休館しましたが、大きな影響とはなりませんでした。施設利用につきまし

ては、宿泊施設の四季の杜で季節ごとの需要の状況に応じた料金を適切に設定し、利益の確

保を図り、テニスなどの合宿では宿泊事業補助金のＰＲ等で、交流人口の増加を図って参り

ました。宿泊施設以外では自主事業の水中運動と健康福祉課の包括支援センターからの予

防事業を受諾して町内利用者の拡大を実施し、ゴールデンユートピアおおちでの町民の健

康維持・増進に資する取り組みを行ってまいりました。またレストラン石楠花も公社の直営

として再開することができ、宿泊事業との魅力も備え、観光客の需要にも対応できるものと

なりました。地域住民のみなさんにも各種法事をはじめ宴会などにも利用いただいており

ます。次に管理運営事業における収入の部でございますが、１億７７４万７０００円と対前

年比では１９６９万６０００円と増収となりました。要因につきましては、先ほど述べまし

たレストラン石楠花の公社直営によるものです。事業別に見て参りますと、レストラン以外

では宿泊事業で四季の杜事業が対前年度比では、売上が１０５万４０００円の増収、施設利

用収入も５０万４０００円の微増となっております。施設利用事業については、会員数は一

般会員、水中運動会員が減少した結果となり、施設利用での魅力度を向上させ、地域の会員

の拡大に努める必要を感じております。テニス合宿等で利用頂いた学校などについて、屋根

付きコートの練習環境に加え、助成事業で支援をいただき利用者が定着してきました。つづ

きまして３ページの方をお願いします。カヌーの里のおおち管理運営業務についてでござ

います。施設利用者は 1万４４４６人で、前年度より１１３５人の減となりました。カヌー

指導でベテランスタッフが退職したため、受け入れが十分にできなかったことと、天候不順

によるキャンプ利用の減によるものです。キャンプ場利用者が１９１人の減、トレーラーハ

ウスが５５８人の減となっております。近隣施設にはないアクティビティなメニューの強

みを生かし連携した観光ＰＲ活動、そしてインターネットによる顧客ニーズの拾い上げで、

今後も集客に努めてまいりたいと考えています。②管理運営事業でございます。施設利用料

金収入は、３５３５万円６０００円で前年比は１００万円あまりの減となりました。売り上
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げ減の要因としてはサイクルリングイベントの収入を昨年度は加えており、その差額が１

０２万３０００円として目立ったものとなっています。カヌーをはじめとするアウトドア

事業は季節や天候に左右される要因が大きく、需要の大きい繁忙期とそうでない閑散期と

の価格の差別化をもって、閑散期にはお客様が参加しやすい価格でサービスできる仕組み

づくり、顧客拡大、売り上げ向上を目指していきたいと考えております。４ページからが平

成２９年度美郷町開発公社の決算報告書でございます。まずは少し飛びまして、７ページの

正味財産増減計算書の方、そちらの方を覧ください。昨年度対比では（１）経常収益のとこ

ろでございますが、事業収益はカヌー部門で、カヌー事業収入の１０２万２７５０円の減が

目立つところでございます。新たなに公社直営としたレストラン・売店収入では１８３９万

６９６４円が微増しております。（２）経常費用ではレストラン運営にかかる事業立ち上げ

及び運営での人件費にかかる費用が昨年度と比較して増えております。費用増が目立つも

のとしましては、給与手当から福利厚生費までのところの４名のスタッフと繁忙期のアル

バイトの人件費が占めております。立ち上げの費用としては食器類の準備とゴールデンユ

ートピアおおちでの芸術祭にかかる費用の消耗品費が、昨年度比では３４９万６５８３円

の大部分となっております。続きまして、中段にあります光熱水費の３４５万５０２円の費

用が大きく経費となっていることは、レストランに要したものとゴールデンユートピアの

温浴施設の給湯系の配管が共に漏水しておりまして、ボイラーガス代等が嵩んだことが要

因となっています。委託費等がですね、１０１万６０３７円。昨年比では減となっておりま

すが、これは浄化槽管理にかかる委託料の減によるものが要因です。管理費は理事会・評議

会の開催が昨年に比べ少なくなったことが要因でございます。これに法人税などの事業税

の経常外費用を差し引きますと、損益計算となる正味財産増減計算は５０５万９６２６円

のマイナスの収支となりました。当期のゴールデンユートピアおおち、カヌーの里の部門別

の内訳につきましては、後の９ページ、１０ページに掲載しておりますので、お読み取りい

ただきたいというふうに思います。少し戻っていただきまして、５ページの貸借対照表の方

をお願いします。貸借対照表につきましては、主なものだけ説明させていただきます。まず

資産の部、流動資産です。現金預金は前年度比では１７８万９０５円の減です。未収金の２

４７万６２００円は町からの受諾事業、１６５万９０００円とＷＥＢサイトの売り上げ、こ

の月ずれ分の８１万７２００円となっております。流動資産の増減はマイナスで１４１万

４１９２円です。次に固定資産では基本財産は変わっておりません。井戸設備の減価償却分

がマイナス５１万６６８５円分のみです。続いて負債の部、流動負債では９２万３２３８円

の未収金の増は、年度末に準備したゴールデンユートピア祭に係る費用が要因です。また預

り金につきましては６８万１４４６円の増は、委託事業費の精算による返還金が主な要因

です。３正味財産の部です。正味財産は一般財団における他団体からの補助金や寄附などに

係る指定と、一般の区別によって計上されております。指定正味財産には設立時の１００万

円が基本財産として充当されております。一般正味財産、前述しました正味財産額を算入し

て決算期日における財務状況となる負債及び正味財産合計です。２２４７万８７６３円と
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昨年に比べて１９３万８７７円減額となっており、運営での先ほどの正味財産増減計算と

したマイナス決算となります。当期のゴールデンユートピアおおち、カヌーの里など部門別

の内訳書は６ページに掲載しておりますので、お読み取りいただきたいというふうに思い

ます。１１ページから１３ページは貸借対照表の補完する財務諸表に対する内訳、また考え

方の前提を記しております。１１ページを若干説明させていただきます。中段７、固定資産

にかかる減価償却の累計は、先ほどお話しました井戸の配管設備を資産としたものです。続

きまして１２ページでございます。１２ページの１２番、指定正味財産から一般正味財産の

振替、これについては、基本財産１００万円の利息分２５０円を上げたものです。１３ペー

ジをお願いします。１３ページは固定資産を集約したものでございます。基本財産と井戸の

経費しかありません。貸借対照表で流動資産及び負債についてとなっておりますが、ここに

ついては、同様となっておりますので説明は割愛させていただきます。１５ページから１８

ページにつきましては、会員及び利用状況を資料として添付しております。お読み取りいた

だきたく、説明は割愛させていただきます。１９ページをお願いします。続きまして平成３

０年度事業計画でございます。新たに３年間の指定管理において、当該年度事業計画をゴー

ルデンユートピアおおちもカヌーの里おおち分も掲載しております。記述においては大き

な変更はありませんが、７月から事業所の要となる支配人を新たに登用しましたので、本来

の施設目的の交流・健康、そして生きがい創作活動の場として、町民並びに来訪者に施設の

提供を行っていきたいと思います。特に美郷町の健康づくり、介護予防の観点から保健事業

との関連性をより施策に沿ったものとして臨みたいと思っております。このためにも事務

局との連絡と相談・協議を密にすることとしております。宿泊事業につきましては、団体客

に対しましては宿泊研修事業の補助金を全面的に活用し、客室の平均単価移動させるＡＤ

Ｒといったものを、日々需要に応じ料金設定をし、テニス合宿は前年度と同様に誘致を働き

かけていきます。また個人のお客様につきましては、特にスマホ・インターネット経由の予

約獲得を目的に、ネット代理店のじゃらんなどを通じて、最適なマーケティングを行って行

きたいと思います。レストラン運営は昨年度より直営となりましたが、メニュー・価格にお

いて利用者のニーズも十分にとらえ、柔軟に取り組んでまいりたいというふうに思います。

施設の維持管理では整備以来２０年を経過することから、施設全体の老朽化が目立つよう

になりました。設備は随時計画的に改修してまいりましたが、建物構造や大型遊具なども経

年劣化が著しい状況にあります。不具合に応じた安全管理が重要となってきます。カヌーの

里につきましても引き続き指定管理を受け、アウトドア活動の場として施設を提供してま

いります。特にカヌー事業の７月から８月の繁忙期のメニューをレッスンから体験を中心

に変えて行い、お客様の満足度の向上を図って行きます。またキャンプ事業、それからトレ

ーラーハウス事業等をですね、十分活用し、やっていきたいと思います。また水泳教室波Ｂ

＆Ｇのプールが利用できないことから、ゴールデンユートピアおおちで実施しております。

２７ページをお願いいたします。平成３０年度の美郷町開発公社の予算収支計算書でござ

います。昨年度末の理事会で一度予算収支計画を提案しておりましたが、平成２９年度の決
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算赤字を受け、歳出の削減を図り、先の理事会で修正予算案をご承認いただいております。  

事業収入ではレストラン収入を前年実績１５５万５千円を減収して、ゴールデンユートピ

アにつきましては予算額を５６７万９０００円としております。カヌーの里につきまして

は１６７７万７０００円でございます。補助金の収入でございますが、ゴールデンユートピ

アの方で４７８３万４０００円。これは町からの指定管理料と介護予防などの受託収入で

ございます。指定管理料３９８５万円、受託収入は７９８万４０００円としております。同

じくカヌーの里につきましては、指定管理料を１５６８万円。それから事業受託収入を１９

７万２０００円を見込んでおります。従いまして当期の収入合計は、ゴールデンユートピア

で１億４５５万７０００円。カヌーの里おおちで３４４８万円。そして法人会計で３０万４

０００円ということで、全体の予算額を 1 億３９３４万１０００円を予算計上しておりま

す。続きまして支出の部でございます。支出計の２８ページをお願いします。1行目事業費

につきましては、ゴールデンユートピアおおちが１億１８８６万６０００円。カヌーの里お

おちにつきましては、３１３８万５０００円。開発公社とし、利益となる収支差額は５７８

万６０００円を目標としております。指定管理としましては、新たな３年間が初年度となり、

これまでのノウハウを活用して、地域住民の皆様により利用していただく施設として、ゴー

ルデンユートピアおおち、カヌーの里おおちの適切な運営を目指してまいります。以上で報

告第４号の説明を終わらせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いします。 

引き続き、報告第５号、平成２９年度株式会社グリーンロードだいわ、第２６期決算並び

に第２７期事業計画及び予算の報告についてご報告を申し上げます。平成２９年度グリー

ンロードだいわの決算、事業計画につきましては５月２１日に監査を受けまして、６月の２

５日の取締役会で承認され、同日の２５日に株主総会で承認をされたものでございます。監

査報告書につきましては１２ページに写しを掲載しております。それでは概要についてご

説明をします。２ページをお願いいたします。平成２９年度の営業報告でございます。平成

２７年度から、株式会社グリーンロードだいわは美郷町より第５期目の指定管理を受け、平

成２７年４月１日から平成３０年３月３１日までの間、潮温泉大和荘、潮交流研修宿泊施設、

観光船第一大和丸及び係留施設の管理運営を行っております。国の施策により雇用状況も

改善しつつありますが、各産業において人手不足が深刻化する中、当社も人員を確保しつつ

平成２９年度の支配人以下従業員一同一丸となって、売上げ向上を目指してまいりました。

結果、平成２９年度におきましては、三江線の廃線を惜しむ鉄道ファンによる特需が発生し、

売上が２５期決算期対比では、７．６％増の７４２３万８０００円となりました。ただ、宿

泊の増に伴って経常経費の人件費、燃料費等の増により純利益は４１万８０００円余りの

決算となりました。３ページをご覧ください。大和荘の営業収入及び営業外収入、当期を含

めます過去２４、２５の売上とその収入をこちらの方で掲げております。続きまして会社の

概要でございます。主な事業概要、営業拠点、株式の状況につきましては、前回の２５期と

変更はございません。４ページをお願いします。大株主様の状況でございますが、こちらも

２５期の報告時点と変更はございません。続いて社員の状況でございます。こちらは６月２
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５日現在で、大和荘におきまして、支配人以下２名の職員、臨時職員１名計４名で営業して

おります。取締役及び監査役につきましてはご覧の通りでございますが、前期途中で取締役

1名から辞任の申し出があり、受理をしております。続いて決算報告書に参ります。６ペー

ジの貸借対照表の方をご覧ください。資産の部でございますが、流動資産が２３８８万７２

２６円。固定資産が２０５万３４６３円。資産の合計が２６３９万６８９円でございます。

負債の方の部が流動負債が、８０６万９２２３円。資産から負債を差し引きました純資産が

１８３２万１４６６円でございます。次に８ページの営業費内訳をご覧ください。これはい

わゆる支出内訳となり、給与手当をはじめとする人件費や事業にかかった経費の内訳でご

ざいます。こちらは合計で５３３７万１３６１円。これが損益計算書に反映されます。７ペ

ージの損益計算書の方をご覧ください。先ほどの営業費内訳の合計額、こちらが中段の３、

販売費及び一般管理費のところに計上をしてございます。１番上の売上高、当期売上高です。

７４２３万８０１３円が、先ほどの営業報告でご説明を申しました大和荘の売上でござい

ます。売上高から、２の売上原価を差し引いた残りが２３９６万４８６１円、そこから販売

費及び一般管理費を差し引きますと、マイナスの３０９万８２０９円。これが大和荘にかか

る営業の収支になります。ただ、この他にですね、営業外収益としまして、雑収入３８９万

８５１２円、受取利息１５６３円を加算しまして、３９０万７５円でございます。これに先

ほどのものを差し引きまして８０万１８６６円になります。特別利益、貸倒引当金の戻入は

ないことから、税引前の当期の純損益が８０万１８６６円でございます。法人税住民税及び

事業税を３８万３６３６円を差し引きますと当期の純損益が４１万８２３０円となりまし

た。続いて９ページをお願いします。９ページは株主資本等変動計算書でございます。資本

金につきましては前期から当期末残高は変わっておりません。利益剰余金その他利益剰余

金でございますが、こちらは９ページの計算書にもありますが、前期末の５５０万３２３６

円に先ほど説明いたしました純利益４１万８２３０円を加算致しまして、当期末の残高が

５９２万１４６６円でございます。こちらに資本金の１２４０万円を加えまして、純資産の

合計が１８３２万１４６６円となります。続きまして、１１ページをご覧ください。１１ペ

ージは、こちらの財務指標、個別注記表でございます。下段にあります５ですね、一株あた

りの情報に関する注記でございます。一株あたりの純資産額は、当期利益を加算をいたしま

して、７万３８７６．８８円でございます。一株あたりの当期の純利益は１６８６．４１円

となっております。こちらは先ほど当期純利益の発行済み株式数となる２４８株で割戻し

た数値となっております。以上が第２６期の事業並びに決算報告でございます。続きまして

１３ページをお願いします。今年度より株式会社グリーンロードだいわは、町から引き続き

潮温泉大和荘とバカンスハウスの指定管理を平成３２年３月までの２年間受けることとな

りました。大和荘の建替え計画により先月５月末をもって営業を一時休止しております。そ

れに伴って今期の予算規模はバカンスハウスのみの営業となりますので、縮小の見込みと

なっています。バカンスハウスについては業者による固定的な宿泊が見込めるほか、カヌー

での合宿など需要は少なからずあり、今後の営業のあり方について検討した結果、今までの
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大和荘で提供していたバカンスハウスの宿泊者に対する食事の提供を交流館の一部を厨房

に改装いたしまして、食事の提供を始めております。営業してきた大和荘が今期は無い中で

ありますが、地元密着のサービスを基本としまして、利用者の利便性や満足度の向上を図る

とともに、収益が落ち込む分昨年以上に経費削減、在庫管理、仕入れ値の適正化や人件費管

理を進め、健全な経営と地域活性化の促進を第一に考えて営業してまいります。１４ページ

をお願いします。本年度の予算でございます。大和荘の休業に伴い全体の予算額が大幅に下

がっております。まず収入の部ですが、売上は２１００万円を予定をしております。内訳と

しましては４、５月の大和荘の売り上げ１３００万円と６月以降のバカンスハウスの売り

上げ８００万円を見込んでます。雑収入につきましても大和荘の休業に伴い、はつらつクラ

ブの開催ができないことから４、５月分までの委託料の６５万円を計上しております。今年

度はバカンスハウスの指定管理委託として町より８５０万円の委託料を計上させていただ

いております。これは大和荘の休業に伴って収益施設がなくなることから、休業補償として

職員の人件費を基に算定をしております。その結果、収入の合計額は２３４８万６０００円

の予定です。次に支出の部でございます。給料、賃金につきましては、バカンスハウスの運

営に係る人件費を計上しております。特にパートの賃金についての大幅な減額を見込んで

おり、大きい増減のものでは、光熱水費が前年度対比６９％減の２３０万円。燃料費も７

６％減の１２６万円を見込んでおります。最後の欄に記載しておりますが、先ほど事業計画

でもご説明しましたバカンスハウスの厨房改装費として１８０万円が計上されていますが

これはグリーンロードだいわにおけるこれまでの留保分を活用して計上をされております。

支出の合計は２３４８万６０００円の予定です。今年度につきましては町より指定管理に

係る委託料収入を見込んでおりますので、基本営業利益は０円としております。ただ、営業

利益を見込めるよう仕入れ経費や維持管理費の節減に努めたいと思っております。以上で

平成２９年度株式会社グリーンロードだいわ第２６期決算並びに第２７期事業計画及び予

算の報告について申し上げました。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

●西嶋議長 

 ここで暫時休憩を取らせていただきます。 

 

（休  憩  午  前  １０時 １４分） 

（再  開  午  前  １０時 ３０分） 

 

●西嶋議長 

 会議を再開します。 

●西嶋議長 

番外、産業振興課長。 

●烏田産業振興課長 

 平成２９年度の実績及び決算、そして平成３０年度の事業計画及び予算について報告を
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行うものでございます。まず２９年度の事業実績でございますが、３ページをお開きくださ

い。ここでお断りしておきます。ページ数、大きな数字と小さな数字がありますが、小さい

数字が正しいページ数でございますので申し添えておきます。まず３ページのところでは、

事業報告についてご説明をいたします。この決算につきましては、ファームサポート美郷、

設立が平成３０年の１月４日でございました。よって１月４日から平成３０年３月３１日

までの事業実績というところになります。まず事業活動の概況でございますが、非営利事業

としております。非営利事業は、農業経営の部門でございまして、法人が確保した農地につ

いては８ヘクタールの農地を確保することができました。内訳としましては、内田地区が１．

８ヘクタール、京覧原地区が３．６ヘクタール、志君地区が２．６ヘクタールでの確保をい

たしました。それから、続きまして営利事業でございます。①が育苗事業とあります。育苗

事業はＪＡとの受託契約により邑智と大和の育苗センターの水稲の苗づくりを行うもので

ございます。それと２の受託事業ですけども、受託事業につきましては、ＪＡが行っており

ます受託事業をファームサポートの方で請け負ってやる事業でございます。これは大和地

区が主でございますが、邑智地区については、法人が主体として受託を行っているというこ

とでございます。問い合わせ等ございましたが、なかなか作業員のまだ慣れていないという

ことがあります。また育苗への事業につきっきりという部分がありましたので、この３月に

おいては１地区の畝立て１カ所のみの受託作業になりました。次に事業の計画でございま

すが、ここに記載してありますように、理事会それからファームサポート美郷の開所式等を

開催しております。なお３月１日１日から、新たに従業員３名を雇用して経理が１名それか

ら現場の従事者２名ということで事業を初めさせていただいております。続きまして、決算

の方でございます。４ページになりますが、貸借対照表についてでございます。まず資産の

部でございます。流動資産としまして、現金６５５５円、預金が１９４６万９０００円、前

払費用３万７５００円、未収入金７６万２５７４円で２０２７万６１８２円の流動資産で

ございます。固定資産としましては、建物が６２２万１８１６円、補足設備として１８４万

３９１円、固定資産の合計は８０６万２２０７円でございます。繰延資産としまして創立開

業費等で５６万２３４０円となりました。資産の部は合計で２８９０万７２９円でござい

ます。続きまして負債の部でございます。負債の部は預かり金２万８０３９円、未払い金が

２０８万６１４９円、未払い法人税として１万３５００円、合計が２１２万７６８８円でご

ざいます。正味財産の部は基金として２８７０万でございます。それから正味財産後ほど説

明をいたしますが、１９２万６９５９円ということで、２６７７万３０４１円となりました。

負債及び正味財産の合計は２８９０万７２９円でございます。下段につきましては、財産目

録を記載をしております。続きまして、収支決算の部５ページでございます。総事業費とし

て収支計算表しております。６ページ７ページは、それぞれ営利事業と非営利事業それぞれ

の収支計算書掲げておりますが、添付しておりますが、総事業費のみを説明をさしていただ

きます。まず収入の部でございますが、受取会費として１万５００円、それから作業受託収

入ということで邑智育苗５８万３０００円、邑智受託５９４０円、合計で５８万８９４０円
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でございます。この邑智育苗というのは、ちょっとこれは邑智大和の育苗というふうに訂正

をさしていただきたいと思います。それから、雑収入として受取利息が１７円、その他１３

万９７８２円で計１３万９７９９円。合計で７３万９２３９円が収入の部でございます。続

きまして、支出の部ですが、製造原価、給与手当、雇人費、車両費、作業委託費等合計で１

１７万８４２１円。一般管理費につきましては、役員報酬、給与手当、法定福利費などを集

計しまして１４７万４２７７円。支出の部の合計は２６５万２６９８円でございます。それ

と法人税が１万３５００円ということで支出の合計が２６６万６１９８円。収入部から引

きましてマイナスの１９２万６９５９円という収支決算になりました。続きまして７ペー

ジには監査報告を添付しております。９ページですね。すみません。収支計算書を先ほども

言いましたように総事業費で言いました。６ページが営利事業、７ページが非営利事業の内

訳が書いてございます。総計したものが５ページの収支計算書、総事業ということで添付を

さしていただいております。続きまして９ページの方は監査報告書でございます。それから

１０ページから１５ページにつきましては、各科目の内訳の説明をここで添付をしており

ます。この科目で何に使っているかという内訳につきましては、この表においてご覧をいた

だければ大体の内容が分かるというところでございます。続きまして、事業計画の部でござ

います。１７ページでございます。まず非営利事業、農業経営の部門でございます。先ほど

２９年度末までに利用権設定のできる土地を８ヘクタールと設定して６月末までに中山間

直接支払い等の説明、それから遊休農地等の解消に詰めてまいりたいと思っております。ま

た農地の状況を見ながら作付けの品目を選定するという作業を行います。また鳥獣被害が

多い地域であるので、防護柵等の対策も検討してまいりたいと思います。６つほど作目の名

前を書いてございます。まず一番の水稲でございますが、状況としては水稲を作付ける労力

も現地の方も間に合わなかったということで、水稲については今後の検討とすることとい

たしました。広島菜につきましては、２ヘクタールの作付けを目指して３００万円を目指し

ております。それから、そばこれは３ヘクタール以上の作付けを行いたいと思っております。

芍薬につきましては遊休農地の中で、将来的に農業経営の形の中で芍薬を選定した場所、約

０．２ヘクタールを目指して作付け行っていきたいと思います。白ねぎにつきましては、当

初の計画では、０．５ヘクタールを目指しておりましたが、圃場の条件等勘案して、０．２

ヘクタールを目指して作付けを行っております。それから、その他の圃場については自己保

全をとりあえず行っていくというところでございます。次、営利事業でございます。営利事

業は水稲の育苗とそれからライスセンターの事業等が入ってくるわけでございますけども、

後、法人が主体として受託を行うものも営利事業として入ってまいります。堆肥の散布、畝

立て、草刈り等の作業が見込まれると計画をしております。１８ページになります。育苗に

ついて詳しく書いてございますが、昨年度実績では、約２万４０００余りの育苗を行いまし

た。この育苗を目指して、本年度も進めてまいりたいと思っております。ただ育苗の収支の

点がまだはっきり出ておりませんので、そこについてまたＪＡとの協議を含めて進めてま

いりたいと思っております。それから受託については、大和地区の受託作業これについては、
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ＪＡからの水稲の受託は決まったものがございます。それからライスについても決まった

ものがございます。それで受託については邑智地区の中での先ほどの畝立て等の作業を受

託してまいりたいというふうに思っております。それから収支計画の部でございます。２０

ページをご覧いただいた方がよく分かると思いますが、まず、左側の方が非収益事業でござ

います。非収益事業の方は、法人の農業経営ということで、広島菜が２ヘクタール、そば３

ヘクタール、芍薬が０．５ヘクタール、白ネギが０．２ヘクタールということで計画をして

いきますが、これで収入の合計を４３０万円を見込んでおります。それから受取補助金とし

て、中山間あるいは産地交付金、利用権の設定等の補助金を見込みまして５０７万円の補助

金収入を見込んでおります。合計として９３７万円です。それから収益事業でございますが、

育苗、邑智と大和それからライス、それから受託事業ということで、補助金の部分では、こ

れは３９万、予定をしております。この県補助金と申しますのは従業員の研修に関わる費用

を農の雇用という事業で今採択が決まりました。その新規職員に対して研修を行っていく

ということで、最大で毎月、一人当たり９万７０００円の補助金が出て参ります。これがだ

いたい２年間のその補助事業の期間がございまして、その補助金を見込んでおります。それ

から受託作業については、先ほどの合計で１０００万円の収益を売り上げを考えておりま

す。合計しまして収益事業の部で１０３９万円。それから法人の関係で寄附金とございます

が、これはＪＡからの寄附金という予定で、３名３００万、それから会費で４万円というこ

とで合計２２８０万円という予定にしております。それから支出の部でございます。非収益

の部ですが、種苗費あるいは肥料費、農薬費等で３２０万の支出を予定しております。それ

から雇人費とし４５万円。それから雑費として光熱水道費とかリース料共済金等合わせま

して１９２万５０００円の支出を予定をしております。支出の合計が５５７万５０００円

という予定にしております。それから収益事業の部では材料費、資材費等は、これは収益事

業ではございません。人権費と水道光熱費等で、雇人費ですね、雇人費等含めまして４５０

万、それから雑費としまして製造の雑費としまして３３７万５０００円を予定しておりま

す。合計で７９２万５０００円という収益事業の支出を予定しております。法人として支出

としては、役員報酬、給料、手当それから福利厚生費等を含めまして合計で１０９６万円の

支出を予定しております。合計の欄でございますが、非収益、収益法人合わせまして支出の

合計が２４４６万円。営業利益としましてマイナスの１６６万円、それと税金等の支出を含

めまして、合計で１７４万円の単年度のマイナスというふうに収支の計画を立てておりま

す。続いて２１ページでございます。貸借対照表の３０年度の末期の予定でございますが、

資産合計が２６１１万円それから負債と正味財産の部合計で２６１１万円という貸借対照

表の見込みを立っているところでございます。以上でファームサポート美郷の２９年度の

事業実績及び決算と３０年度事業計画予算について報告を終わります。よろしくご審議の

ほどお願いいたします。 

●西嶋議長 

 以上で、報告事項の説明が終わりました。 
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日程第６、議案の上程・説明を行います。 

本定例会に提案を受けております議案は条例案２件、予算案６件、一般事件案３件の計１

１件であります。議案第７０号から議案第８０号までの１１議案を一括上程いたします。 

はじめに、議案第７０号から議案第７１号までの条例案２件について順次提案理由の説

明を求めます。 

●西嶋議長 

 番外、教育課長。 

●漆谷教育課長 

 上程いただきました議案第７０号、美郷町集会所条例の一部を改正する条例の制定につ

いて、提案理由をご説明いたします。町内には住民の皆さんにとって、より身近な社会教育

施設として１９カ所の集会所を設置しております。自治会を指定管理者とする集会所が１

７カ所、教育委員会直営の高畑集会所と長藤集会所の２カ所がございます。指定管理の集会

所の利用料金については、指定管理者制度を導入した平成１９年度から条例に示した上限

額を基に指定管理者が個々に設定しておりますが、直営集会所については公民館と同様の

取り扱いとしておりました。先の第２回定例会において議決いただきました美郷町公民館

条例の一部改正により、公民館の使用料金の設定を４時間を区切りとした定額から上限額

を設定し、使用時間により料金を計算する方式に改正をいたしました。今回の条例改正は、

直営集会所の使用料について公民館使用料の取り扱いに準じて改正を行うものでございま

す。また今回改正を行うにあたり、条例の内容を精査したところ、条例に規定しました集会

所の住所地番に一部誤りがあることが分かりました。また、条文中に過去の改正もれと思わ

れる箇所がございましたので、このたびに合わせて改正をさせていただきたいと考えてお

ります。それでは条例案の新旧対照表をごらんください。第２条でございます。集会所の名

称及び位置について、簗瀬集会所の位置を正しい住所地番に改めます。次に、第１６条第３

項について、使用料金を使用料金上限表に、使用料を美郷町収入役にとあるところを額を上

限として規則で定める料金をに改めます。合わせて料金を明示している別表第２につきま

して、表題を使用料金表から使用料金上限表に改め、関係条文を第１６条に改めます。表に

示した金額に変更はございません。第１６条第２項につきましては、指定管理者が管理する

集会所の利用料金について規定しているものでございますが、条文の表現を第３項の表現

に統一するための改正でございます。なお第１６条中に利用料金と使用料金の２通りの表

現が出てまいりますのは指定管理集会所か直営集会所かの違いでございます。地方自治法

２５２条で地方公共団体は公の施設の利用につき使用料を徴収することができると規定し

ており、また、同法２４４条の２第８項において、指定管理者が管理する公の施設の利用に

係る料金を利用料金と規定していることによるものでございます。直営集会所の使用料に

ついて時間単位の金額は教育委員会規則で定める予定でございますが、公民館と同様に１

時間当たり調理室は３００円、その他の部屋は２５０円と考えております。なお、この条例

の施行日は平成３０年１０月１日としております。以上で議案第７０号、美郷町集会所条例
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の一部を改正する条例の制定について提案理由の説明を終わります。ご審議のほどよろし

くお願いいたします。 

●西嶋議長 

 番外、住民課長。 

●高橋住民課長 

 上程いただきました議案第７１号、美郷町隣保館条例の一部を改正する条例の制定につ

いてご説明いたします。次のページをお願いします。このたびの一部改正は、隣保館の利用

にあたって、利用者の方の利便性の向上と負担の軽減を図ることを目的として、使用料金の

改正を行うものでございます。改めの文の方でございますけども、現行の使用料につきまし

ては第１２条において使用料金表に定める使用料を納付しなければならないと規定されて

おり、その別表に掲げる使用料金表においては１室につき４時間以内の利用で一律１００

０円、４時間を超えると一律２０００円となっています。これは例え１時間の使用であって

も１０００円を納付しなければならず負担が増します。このたびの改正案では、この料金表

に規定する額を上限とし、別に規則で規定する額を納めることとする改正案といたしまし

た。なお、規則では１時間当たり２５０円とする規定へ改正をする考えでございます。附則

といたしましてこの条例は平成３０年１０月１日から施行するものでございます。以上で

議案第７１号の説明を終わります。ご審議のほどお願いいたします。 

●西嶋議長 

次に、議案第７２号から議案第７７号までの予算案６件について順次提案理由の説明を求

めます。 

●西嶋議長 

 番外、企画財政課長。 

●井上企画財政課長 

 上程いただきました議案第７２号、平成３０年度美郷町一般会計補正予算第４号につい

てご説明を申し上げます。歳入歳出予算の補正は、歳入歳出それぞれ５億２９６６万円を追

加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ８２億３２６２万円にするものです。２ペー

ジから７ページのうち第１表、歳出予算補正及び明細となる事項別明細書の総括について

は８ページからの明細内訳についてご説明を差し上げます。そして最後に、第２表でありま

す地方債の補正について説明を申し上げたいと思います。それでは８ページの方をごらん

ください。まず歳入でございます。款９地方交付税、項１地方交付税、目１地方交付税。普

通交付税、これにつきましては平成３０年度普通交付税の確定に伴います１７２４万円の

増額補正でございます。その下、款１１分担金及び負担金、項１分担金、４災害復旧費分担

金。説明欄にあります現年度発生農地施設災害復旧事業分担分、こちら８５３万６０００円

を災害の分担金として計上しております。続いて一番最下段でございます。款１３国庫支出

金、項１国庫負担金、目１民生費国庫負担金。こちらについて説明欄にあります障害者医療

費負担金、３つ以下ありますが、こちらはいずれも２９年度分の過年度分、これ事業費の確
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定に伴います収入の計上でございます。それでは続いて９ページの方をお願いします。９ペ

ージ、款１３国庫支出金、項１国庫負担金、目１災害復旧費国庫負担金でございます。説明

欄、現年度公共施設災害復旧負担金。こちらについて、８０００万の予算を今回補正で計上

しております。その下、国庫支出金、同じく項２国庫補助金でございます。目１民生費国庫

補助負担金。説明欄にあります保育所等整備交付金。こちらは都賀保育所の整備にあたりま

して、最終的な事業精査の関係でこちらの８８７万２０００円、こちらが国庫金として歳入

予定をしております。その下目４教育費国庫補助金、説明欄にあります大規模改造補助金。

こちらは小学校のこのたびトイレの改修について、国庫補助金をですね、予定しておりまし

たが採択ならないためにですね、１２４９万２０００円の減額補正をしております。続きま

して１０ページをお願いします。下段の枠の方です。款１４県支出金、項２県補助金、目１

総務費県補助金でございます。節としまして、１総務管理費補助金。こちら島根市町村総合

交付金から下３つまで全て今年度の交付金が決定したことに伴う額確定による増額補正で

ございます。そして、目６一番下の段にあります目６災害復旧費県補助金でございます。節

１の農林水産関係の災害復旧補助金でございます。現年度林道につきましては１８５０万

の内８０％の１４８０万、現年度災害農地のですね,災害復旧補助金としまして１億への予

算の中で９割部分９０００万。そして農業施設災害の補助金については１億３６２０万の

内の９割の補助金を見込みました１億２２５８万円をこのたび追加計上しております。次

ページ１１ページをお願いします。款１６寄附金、項１寄附金、目１指定寄附金、指定寄附

金の中の説明でございます。がんばれ美郷町指定寄附金、こちら７月の災害支援ということ

で２００万円寄附をいただいたものを歳入として受けております。その下１７繰入金、項２

基金繰入金、１番の財政調整基金繰入金。こちらは財政危機基金の方からですね、国保の会

計の基金７５００万。またこの度の補正につきます財源不足分５００万、合わせて８０００

万円をですね、財調の方から繰り入れをしております。その下、地域福祉振興基金繰入金、

これは都賀保育園のですね、整備に伴う町の基金を取り崩して持ち出すもので、１７００万

を繰り入れをしております。その下、款１８繰越金、項１繰越金でございます。これは純繰

越金としてこの度１６４４万１０００円を予算計上をさせていただきます。１２ページを

お願いします。中段にあります款１９諸収入、項７雑入、目５雑入、節の２総務費雑入のと

ころでございます。宝くじ交付金、こちらは消防団員用のカッパとしてですね、宝くじの交

付金として受理出来るものがこちらに出ております。その下、３民生費雑入、それから４衛

生費雑入、こちらも、いずれも２９年度過年度分の精算金の部分で精算したもので、それぞ

今回追加して収入として上げております。最下段、款２０町債、１町債、町債につきまして

は７教育債の方で小学校の整備補助負債として先ほど補助金の財源の振替ということで、

過疎対策事業債として１１００万円をこちらの方へ町債として上げております。また３ス

クールバスの事業債、こちらはスクールバスの整備、導入の確定金額になりましたので見込

み減としまして過疎事業債のものを３４０万を減額するものございます。その下、８災害復

旧債、節でいきますと農林水産費災害復旧債でございます。説明欄にあります現年度補助災
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害事業債、これをこちらは農地の農業施設、林道に充てる地方債でございます。１８１０万

円を計上しております。その下、本災にならない小規模災害ということで、こちらの事業債

を同上に上げておりまして、こちらを１６９０万地方債で充当すると。１３ページをお願い

します。１３ページ、節、公共土木事業災害復旧費、こちらは現年度の本災という部分につ

きまして公共土木災害２０００万並びに小規模災害の復旧事業債として１５００万を起債

を上げております。そして最後に１０番、臨時財政対策債。こちらは、臨時財政対策債とし

て普通交付税の決定に伴います確定としまして５２０万の減額の起債を計上しております。

それでは１４ページからの歳出でございます。１４ページですが、１５ページから説明を差

し上げたいと思います。款２総務費、項１総務管理費、目６企画費でございます。説明欄に

ある００１企画費、特別旅費、これはこの度ちょっと予定をしておりますバリ島マス村との

ですね、友好提携の関係で執行部並びに特別職、職員等のですね、バリの渡航旅費をこちら

１０４万６０００円を上げております。その下、手数料こちらは、これは大和荘の解体に伴

いまして、新たにアスベストそれからガス、浄化槽等のですね、少々の手続の関係の手数料

をこちらで９４万６０００円を上げております。工事請負費、こちらも同様に大和荘のアス

ベストの処理が新たに発生した。また次の杭打ちのですね、杭の引き抜きについて具体的な

実行予算ができたということで、１３３０万こちらの方で補正計上しております。その下０

０２定住推進費でございます。この中では光熱水費のところで４７万５０００円上がって

おります。これは移住体験住宅に対する活用が多くなったということで、４７万５０００円

並びにその下のそこの住宅の修繕料ということで２０万を同額計上しております。その下、

００３公共交通対策費、県補助金として９０万、これは別府安心ネットへのですね、補助金

ということです。９０万を計上しております。目１０諸費ですね、００１諸費、一部事務組

合負担金、これは総務課管理分として１１９万１０００円を減額補正としております。その

下電子計算費、説明欄００２で同様に電算共同処理費でございます。これは一部事務組合の

負担金でございまして、これは財務システムの関係の更新をですね、今年度見送った関係に

よって、負担金の減額１３５１万８０００円を減額をしております。１６ページをお願いし

ます。１６ページ、款１３民生費、項１社会福祉費、目１社会福祉総務費のところでござい

ます。記載の方は、００１社会福祉総務費でございますが、起債の方は、次ページの１７ペ

ージに書いております。他会計繰出金、こちらがですね、７５０５万３０００円。これが国

民健康保険へのですね、基金への繰出金ということでございます。それで、その下００４介

護保険費についても同様に、介護保険料の法人負担軽減分の返還金並びに繰出金です。その

下、臨時福祉給付金でございます。これも経済対策分としての返還金が生じました。９９万

７０００円の計上しております。目３障害者福祉費でございます。説明欄００１障害者福祉

費、特に返還金こちらもございますが、支払システム分の返還金が生じたとことで１６０万

３０００円をこの度計上しております。１８ページをお願いします。款３民生費、項２児童

福祉費、１児童福祉総務費でございます。００１、福祉総務費の中で、補助金等あります。

こちらは２５６９万円については都賀保育所の整備にあたっての増額の計上でございます。
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返還金、こちらは子ども医療費４３万７０００円、未熟児医療費６８万４０００円、子ども

子育て交付金４４５万６０００円合わせて５５７万７０００円を返還金として、一括して

計上しております。１９ページをお願いします。中段にあります款３民生費、項３生活保護

費、目２扶助費、説明欄にあります００１扶助費返還金。これは平成２９年度の生活扶助費

他医療扶助等のですね、返還金２２４万５０００円をこの度計上しております。２０ページ

をお願いします。２０ページ、４衛生費、項１保健衛生費でございます。目は保健衛生総務

費でございます。説明欄は、００１保健衛生総務費でございますが、この中の他会計繰出金

１４９万７０００円、こちらについては簡易水道における滝原並びに都賀本郷の設備の修

繕に伴う運転部分の繰出金です。２１ページを飛ばしていただいて２２ページをお願いし

ます。２２ページ、款８土木費、項２道路橋梁費でございます。こちら目２道路維持費、説

明欄００１、道路維持費でございます。修繕費６０万、今回これは除雪車両の車検の整備に

係る費用を計上しております。その下、工事費９００万円、これは７月災害に応急工事の不

足分として、この度９００万上げさせていただきます。その下、続きまして目３道路新設改

良費でございます。００１道路新設改良費、こちら工事請負費３２４万８０００円。道路購

入費マイナス２００万、補償費マイナス１２４万８０００円。これは都賀行宮内線の事業精

算に伴う予算の組み替えでございます。２４ページに飛んでお願いします。款８土木費、項

６住宅費、目２住宅建設費のところでございます。００３若者定住住宅団地造成事業のうち

測量・設計委託並びに工事請負費がございます。これは九日市に予定している若者定住住宅

の中で、流末処理について流末の流量の処理ができないということで、このたび新たに測量

設計をしまして、流末の工事、水路を追加工事を発注する予定のためのものでございます。

また飛びまして、２５ページをお願いします。２５ページ、下段になります款１０教育費、

項２小学校費、目２教育振興費でございます。説明欄００１教育振興費にあります使用料が

マイナスの１４０万１０００円、リース料が１４０万１０００円。これはタブレット機械の

使用料に対して、リース料として切り替えたものでございます。続きまして次のページをお

願いします。２６ページです。款１０教育費、項３中学校費ですね、目１学校管理費、００

１学校管理費でございます。こちらの手数料と使用料のところで手数料につきましては、マ

イナス９０万、使用料は１３８万を計上しておりますが、中学生の部活動等でバスの代行を

予定をしておりました部分で、手数料として計上しておりますが、使用料に切り替えたもの

でございます。後、その下のリース料３８万１０００円、これは中学校の電話についてビジ

ネスフォンといった電話に切り替えるための導入リースの費用をリース料でこの度上げて

おります。少し飛びまして、２８ページをお願いします。款１１災害復旧費、項１農林水産

業施設災害復旧費でございます。目１から順番に、農業災害復旧費でございます。説明欄に

あります００１現年農業災害復旧費でございます。１億１２６０万を工事費として上げて

おります。内訳につきましては４０万円以上の本災２０カ所、こちらが１億円。４０万円未

満の小規模災害、こちらが４２ヶ所で１２６０万円です。その下同様に説明欄００１農業施

設災害復旧費、こちらも１億４４００万円を上げておりますが、内訳としましては、本災が
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１２箇所１億３６２０万円、小規模災害が２８ヵ所で７８０万円合わせて１億４４００万

でございます。その下、現年林道施設災害復旧費、工事費として２０３０万円。本災７カ所

１８５０万円。小規模災害は６カ所１８０万円を内訳としております。次ページをお願いし

ます。款１１災害復旧費、項２公共土木施設災害復旧費、目１土木施設災害復旧費でござい

ます。説明欄００１、現年土木施設災害復旧費。こちら測量・設計並びに工事請負費、工事

請負費については１億１５００万上げております。内訳につきましては、本災こちらは６０

万円以上の基準がございまして、６０万円以上は１６ヶ所１億円。小規模災害６０万円未満

とします。こちらが２５か所１５００万を内訳としております。なお、測量・設計の委託に

つきましては、前回の測量設計の際に、法面工事の工法検討等が追加の案件が出ましたので、

３００万円を追加して計上をしております。最後に款１４予備費、項１予備費でございます。

こちら２６万円の減額でございますが、予備費の中で実際に基金を取り崩したことに伴い

ます。端数の処理の関係で、２６万予備費を減額で計上をしております。歳出については以

上でございます。第２表の地方債、こちら５ページの方をもう一度お開きください。変更点

のみ申し上げます。こちら、下から７番目ぐらいの小学校整備債、補正前２５００万でござ

いましたが、この度のトイレの改修の件で事業債を上げましたので、３６００万円といたし

ます。１つおきまして、スクールバス整備事業債、こちらは２７９０万のものを事業確定に

伴いまして、２４５０万の減額でございます。それから公共土木災害復旧債、また農林災害

復旧債等がですね、事業の確定に伴います、いずれも増額をしております。臨時財政対策債

につきまして、先ほどご説明しましたように減額で起債を計上を修正いたします。こちらに

つきまして、補正前が１７億８４４０万円、これに７２４０万円を増額しまして、補正後の

額を１８億５６８０万としまして、なお、この利率等につきましては、補正前補正後も変わ

るものではございません。以上で議案第７２号の説明を終わります。ご審議のほどよろしく

お願いいたします。 

●西嶋議長 

 番外、建設課長。 

●添谷建設課長 

 上程いただきました議案第７３号、平成３０年度美郷町簡易水道事業特別会計補正予算

第２号について説明をいたします。補正の内容は、歳入歳出それぞれ１４９万７０００円を

追加し、歳入歳出予算の総額を１億７６８９万円とするものでございます。歳入歳出予算事

項別明細書で説明をさしていただきます。６ページをお願いいたします。歳入でございます。

２、歳入款５繰入金、項１他会計繰入金、目１一般会計繰入金でございます。補正額１４９

万７０００円の増額でございます。説明欄にありますとおり、運転公債費分として繰り入れ

するものでございます。７ページをお願いいたします。歳出でございます。３歳出、款１上

水道費、項１簡水道事業費、目１簡易水道事業。補正額１４９万７０００円の増額でござい

ます。共済費の増加分２万７０００円と、先ほど説明がありました滝原配水池の水位計、そ

れから都賀本郷の取水ポンプの修繕ということで１４７万円の増額でございます。以上が
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議案７３号の説明でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

続きまして上程いただきました議案第７４号、平成３０年度美郷町下水道事業特別会計

補正予算第４号について、ご説明いたします。補正の内容は、歳入歳出それぞれ７７７万２

０００を追加し、歳入歳出予算の総額を２億７２０８万４０００円とするものでございま

す。歳入歳出予算事項別明細書で説明をさしていただきます。７ページをお願いいたします。

歳入でございます。２歳入、款２国庫支出金、項１国庫補助金、目２下水道災害復旧費国庫

補助金、補正額３００万円の増額でございます。集落排水災害復旧費補助金といたしまして、

７月豪雨で被害に遭いました乙原処理場の災害復旧への補助金でございます。款４繰入金、

項１他会計繰入金、目１一般会計繰入金、補正額８７万２０００円の増額でございます。こ

ちらは、公共下水へ５０万４０００円、集落排水へ３６万８０００円それぞれ説明欄にあり

ますように、運転公債費分として繰り入れするものでございます。款６町債、項１町債、目

１下水道債、補正額１２０万円の増額でございます。こちらの方、都賀本郷の農業集落排水

施設の監視システム、こちらの工事の追加による増でございます。同じく、目２災害復旧債、

補正額２７０万円の増額でございます。乙原処理場の災害復旧費に充当するものでござい

ます。８ページをお願いいたします。歳出でございます。款１下水道費、項１公共下水道事

業費、目１特定環境保全公共下水道事業費、補正額５０万４０００円の増額でございます。

こちらは下水道法改正に伴いまして、公共下水道事業計画の変更ということで、業務委託料

の増額をするものでございます。次の段、中段でございます。款１下水道費、項２農業集落

排水施設事業費、目１農業集落排水施設事業費、１２６万８０００円の増額でございます。

こちら都賀本郷の集落排水施設の監視システム工事追加による増でございます。一番下の

方ところでございます。款５災害復旧費、項２農業集落排水施設災害復旧費、目１農業集落

排水施設災害復旧費、６００万円の増額でございます。こちらの方、７月豪雨の被災の遭っ

た乙原処理場災害復旧の工事費となっております。戻っていただきまして、４ページをお願

いいたします。第２表地方債の補正でございます。起債の目的は農業集落排水事業債、補正

前の限度額が１２８０万円、補正後の限度額が１４００万。１２０万円の増額でございます。

こちら都賀本郷の集落排水監視システム工事追加による増額でございます。農業集落排水

施設災害復旧債でございます。こちら乙原処理場の災害復旧のため、２７０万円の増額とな

っております。補正前の限度額合計２６２０万円、補正後の限度額合計３０４０万円。３９

０万円の増額でございます。起債の方法、利率、償還の方法につきましては変更ありません。

以上が議案第７４号の説明でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

●烏田産業振興課長 

 番外、住民課長。 

●高橋住民課長 

 上程になりました議案第７５号、平成３０年度美郷町国民健康保険特別会計補正予算第

２号について説明いたします。歳入歳出それぞれ９１９０万９０００円を追加し、７億６８

６９万１０００円とする補正予算でございます。歳入では国保税の減額、基金積立金繰入の
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増額が主なものとなっております。また歳出では、診療報酬に係る負担金等の返還及び基金

取り崩しの補正が主な内容となってございます。６ページをお願いします。款１国民健康保

険税、項１国民健康保険税、目１一般被保険者国民健康保険税、補正額９９４万円の減額で

ございます。その下目２退職被保険者国民健康保険税８２万３０００円の減額。合わせて１

０７６万３０００円の減額でございます。これは今年度の国保税率の改正により、本算定で

の調停額が減少したことによるものでございます。なお、滞納繰越分につきましては、前年

度の徴収率を加味して、若干の増額としているものもございます。７ページをお願いします。

中段の表、款８県支出金、項２県補助金、目１保険給付費等交付金２７万円の増額でござい

ます。これは調整交付金等のシステム改修費用に対して、特別調整交付金で交付を見込むも

のでございます。下段の表、款１３繰入金、項１基金繰入金、目１国保基金繰入金。基金の

取り崩しとして１６０５万７０００円を計上してございます。これにつきましては、次ペー

ジの繰入金と併せて説明させていただきたいと思いますので、次ページをお願いします。項

２他会計繰入金、目１一般会計繰入金、６９９７万４０００円の増額でございます。内訳は

説明欄をごらんください。大きなものとしまして、基準超過費用繰入金を当初予算に計上し

ておりました５０７万９０００円全額を減額いたします。一方で、当初予算では頭だしのみ

の１万円を計上しておりました基金積立繰入金を７５００万円繰り入れることとして、増

額で計上させていただいております。このことにつきましては、今年度保険税率の減額改定

を行ったことにより、収入の不足が生じる見込みとなりますが、これを毎年度一般会計から

基準超過費用繰入で対応することなく、一定期間対応可能な額を基金に積み立て、収支不足

の場合に、基金から取り崩して対応する考えのものでございます。具体的には、基準超過費

用繰入は行わないこととし、今年度、当初で計上しておりましたものを全額減額し、基金積

立はおよそ５年分を見込んでの７５００万円の繰入でございます。なお、歳入で計上してお

ります基金取り崩し額１６００万円は、保険税の減額分と基準超過費用の減額分相当額を

見込んで計上しているものでございます。次に８ページ下段の表、款１４繰越金、項１繰越

金、目２その他繰越金１６３７万１０００円の増額でございます。これは平成２９年度の実

質収支において１６３７万１０００円の繰越が生じたものを計上してございます。ただし、

これは交付金等が過大に交付されていたことによるものでありまして、後ほど歳出のとこ

ろでご説明いたしますが、ほぼこの額が返還となります。９ページをお願いします。歳出で

ございます。上段の表、款１総務費、項１総務管理費、目１一般管理費、補正額３２万３０

００円の増額でございます。職員の共済費等の改定で５万３０００の増額、事務業務委託料

で２７万円の増額でございます。これは歳入のところでもご説明いたしましたが、調整交付

金のシステム改修費用でございます。中段の表、款９基金積立金、項１基金積立金、目１国

保基金積立金でございます。先ほど歳入のところでご説明したとおり基金への積立金とし

て７５００万円を計上してございます。下段の表、款１１諸支出金、項１償還金及び還付加

算金、目１償還金１６５８万６０００円の増額でございます。内訳は説明欄にございますが、

退職医療交付金の返還金が１８７万５０００円、療養給付費等負担金及び特定健診保健指
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導国庫負担金の返還金が１４７１万１０００円。いずれも平成２９年度交付分の返還でご

ざいます。以上で議案第７５号の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたしま

す。 

続きまして上程になりました議案第７６号、平成３０年度美郷町国民健康保険診療所特

別会計補正予算第２号について説明いたします。歳入歳出それぞれ４万４０００円を追加

し、８６００万円とする補正予算でございます。これは沢谷診療所備品購入及び大和診療所

職員の人件費に関するものが主なものでございます。６ページをお願いします。款２繰入金、

項１他会計繰入金、目１一般会計繰入金、補正額４万４０００円の増額でございます。内容

につきましては、歳出のところでご説明いたします。７ページをお願いします。歳出でござ

います。款１総務費、項１総務管理費、目１一般管理費、４万４０００円の増額補正をお願

いするものでございます。説明欄に内容を記載してございますが、大和診療所職員にかかる

共済費の改定で２万６０００円の増額。沢谷診療所において電子血圧計が必要なため１台

分の購入費１万８０００円を計上させていただきました。以上で議案第７６号の説明を終

わります。ご審議のほどお願いいたします。 

続きまして上程になりました議案第７７号、平成３０年度美郷町後期高齢者医療特別会

計補正予算第２号について説明いたします。歳入歳出それぞれ２４万６０００円を追加し、

１億８０８７万８０００円とする補正予算でございます。内容としましては、保険料の還付

金が主なものでございます。６ページをお願いします。款７諸収入、項２広域連合納付金、

目１保険料還付金、補正額２４万６０００円の増額でございます。詳細につきましては、歳

出のところで説明さしていただきたいと思います。７ページをお願いします。歳出でござい

ます。款３諸支出金、項１償還金及び還付加算金目１保険料還付金、補正額２４万６０００

円の総額でございます。これは過年度分の保険料が過納付となったものにつきまして、年度

内に還付ができなかったものがございます。これを今年度において、還付を行いたく補正を

お願いするものです。この保険料につきましては、町で徴収したものを広域連合へ納めてお

りますので、この度の還付を行う同額を広域連合から町へ還付していただきます。従いまし

て、歳入歳出で同額を計上しているものでございます。以上で議案第７７号の説明を終わり

ます。ご審議のほどお願いいたします。 

●西嶋議長 

 次に、議案第７８号から議案第８０号までの一般事件案３件について順次提案理由の説

明を求めます。 

●西嶋議長 

 番外、企画財政課長。 

●井上企画財政課長 

 それでは上程いただきました議案第７８号、平成３０年度美郷町一般会計補正予算第３

号、専決処分の承認に求めることについて説明を差し上げます。専決処分、専決第４号は、

先の７月豪雨災害の早期復旧を目的とし執行されております。専決処分の執行日は平成３
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０年８月３日でございます。この度の補正予算第３号につきましては、歳出歳入それぞれ１

億５６５２万５０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ７７億２９６

万円とするものでございます。それでは３ページから６ページのうちのものにつきまして

は、７ページからの明細表内訳についてご説明をしたいというふうに思います。それでは７

ページの方をお願いします。歳入でございます。歳入、款１３国庫支出金、項１国庫負担金、

目３災害復旧費国庫負担金でございます。現年度公共災害復旧に係る測量委託でございま

して、７５０万の予算のうち２０％の補助率として１５０万をこちらに計上してます。中段

になります１３同様に項２国庫補助金でございます。目１民生費国庫補助金につきまして、

災害援護資金貸付事業補助金、こちらについては、事業費７００万に対して３分の２の補助

率４６６万円を増額しております。その下、目２衛生費国庫補助金、こちらは災害等廃棄物

処理事業の補助金でございまして、いわゆる災害時に発生したごみの処分でございまして、

事業費につきまして１３２３万に対して半分の５０％の補助率として６６１万５０００円

の方、こちらの方で計上をしております。その下、次ページをお願いします。８ページでご

ざいます。こちらは今度、款１４県支出金、項２県補助金でございます。まず目２民生費県

補助金でございます。被災者生活再建支援制度補助金としまして、事業費の１４７０万に対

しまして２分の１、５０％の補助率について、こちらの７３５万円を追加補正をしておりま

す。後、この下農林水産費県補助金でございます。こちら農業機械の災害復旧補助金としま

して、４５０万の事業費に対しまして２分の１、５０％の補助率２２５万円を計上をしてお

ります。その下、６番災害復旧費県補助金、説明欄には農地災害と農業用災害それぞれござ

いまして、こちらの農地災害につきましては、設計測試のところの費用に対して３０％の補

助金７４０万。また施設災害の補助金については同様に３０％としまして４６０万。１５２

０万に対して３０％の４６０万を合わせたもので１２００万円をこの節で計上をしており

ます。その下中段になります款１８繰越金、項１繰越金でございます。前年度の繰越金とし

まして、この段階で１億１３６４万３０００円を計上をさせていただいております。その下、

款１９諸収入、項７雑入、目５雑入でございます。町村会等の保険収入でございます。８２

８万３０００円。内訳としましてはこの度、みさと光ネットのケーブルの断線に伴います明

塚集落地域への光ケーブル、これが江の川を横断しておりまして８３万１６００円。吾郷大

橋の本線については、断線をしまして、仮復旧については１５１万２０００円、本復旧５９

４万円を合わせた８２８万３０００円を保険金として受け取るという予定でおりますので、

計上をさせていただいております。続きまして歳出でございます。９ページの方をお願いし

ます。款２総務費、項１総務管理費、目１２電子計算費でございます。説明欄００３みさと

光ネット運営費でございます。こちらは先ほどの明塚並びに吾郷大橋の本線の光ケーブル

の断線に伴います復旧委託料でございます。合わせてそれプラスライブカメラがですね、こ

の度２台水没をしておりまして、この費用２００万円プラスして足しまして１０２８万４

０００円を委託料として追加計上しております。その下、款３民生費、項１社会福祉費、目

１社会福祉総務費でございます。こちら説明欄０１０生活再建支援事業、そして補助金を１
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５００万。また災害弔慰金支給事業、これについては２件の３５０万合わせたところで７０

０万を計上をしております。１０ページをお願いします。１０ページでございます。款４衛

生費、項２清掃費、目１災害等廃棄物処理事業費、説明欄００１災害等廃棄物処理事業費で

ございます。こちら、消耗品から手数料まで、この度の災害ごみに対しての処分でございま

して、内訳としましては消耗品等、仮設置き場の運営備品でありますとか、あと手数料につ

きましては危険物の取り扱いの関係で２０万、それからし尿処理で３万円、合わせて２３万

円。そして大部分の処分費として１２８０万、合わせて１３２３万円を計上をしております。

その下、下段です。款６農林水産費、項１農業費、目２農業総務費でございます。説明欄０

０２農業施設管理費、こちら修繕費につきましては食肉加工場の備品修繕で２３７万６０

００円。また、そこに伴いますガス給湯器の修繕で７万６０００円。合わせて２４５万２０

００円。その下、目３農業振興費、説明欄００１農業振興費、こちらは補助金とありまして、

農機具１２件、コンバイントラクター等を含めた農業支援でございまして、４５０万を計上

しております。それから１２ページをお願いします。少し進みますが、１２ページをお願い

します。款９消防費、項１消防費、目５災害対策費でございます。００１災害対策費、こち

らは消耗品手数料、それから施設管理費等計上してありますが、特に消耗品につきましては、

この度の災害備品の不足、使用したもの対しての過不足の追加整備でございまして２００

万円、手数料については２５０万円の毛布のクリーニング代をここで２２万９０００円を

上げております。後は下から２番目の庁用機具費並び機械器具費、こちらは被災者の家電、

家具のですね、貸し出し用のものを調達するために、この度購入をさせていただいたもので

ございます。１３ページをお願いします。款１１災害復旧費、項１農林水産施設災害復旧費

でございます。こちら、目１農業災害復旧費です。説明欄００１現年農業災害復旧費、測量

設計の委託費としてまして、６２カ所の１カ所当たり４０万としとりまして、２４８０万こ

ちらに計上しております。その下、農業施設災害復旧費で、００１同じように現年の農業施

設災害復旧費でございます。こちら３８ヵ所で４０万を計算しまして１５２０万でござい

ます。そして、その下、林業施設災害復旧費でございます。林道災害復旧費としまして測量

設計委託、こちらが本災が７カ所、小規模災害が６カ所合わせて５４０万を計上します。そ

の下、下段になります款１１災害復旧費、２公共土木施設災害復旧費でございます。現年度

の公共土木の災害復旧費に掛かる測量設計の委託料でございまして、本災について１５カ

所、内訳としまして河川が１カ所、道路が１４カ所小規模災害２０カ所、内訳としまして、

河川が５カ所の１５カ所、こちらの測量設計の委託として１１５０万を計上をしておりま

す。歳出については以上でございます。以上でですね、議案第７８号についての説明を終わ

ります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

●西嶋議長 

 番外、建設課長。 

●添谷建設課長 

 上程いただきました議案第７９号、専決処分の承認を求めることについて説明をいたし
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ます。処分事項は、平成３０年度美郷町下水道事業特別会計補正予算第３号。処分年月日は

平成３０年８月３日でございます。２ページの方、よろしくお願いいたします。専決第５号、

平成３０年度美郷町下水道事業特別会計補正予算第３号でございます。補正の内容は、歳入

歳出それぞれ６００万円追加しまして、歳入歳出予算の総額を２億６４３１万２０００円

とするものでございます。歳入歳出予算事項別明細書で説明をいたします。７ページをお願

いをいたします。歳入でございます。２歳入、款４繰入金、項１他会計繰入金、目１一般会

計繰入金、補正額６００万円の増額でございます。節区分の方にありますとおり、公共下水

へ４００万、集落排水へ１００万、合併層の方へ１００万、それぞれ運転公債費分として繰

り入れをするものでございます。８ページをお願いいたします。歳出でございます。款１下

水道費、項１公共下水道事業費、目１特定環境保全公共下水道事業費、補正額４００万の増

額でございます。こちら７月の災害で浸水被害のありましたマンホールポンプ２カ所の修

繕費でございます。続きまして、項２農業集落排水施設事業費、目１農業集落排水施設事業

費１００万円の増額でございます。こちら乙原処理場災害復旧に伴う設計委託費でござい

ます。続きまして、項４特定地域生活排水事業費、目１特定地域生活排水事業費１００万円

の増額でございます。こちらも７月豪雨の浸水被害のありました合併処理浄化槽、５カ所分

の修繕費でございます。以上が議案第７９号の説明でございます。ご審議のほどよろしくお

願いいたします。 

●西嶋議長 

 番外、出納室長。 

●木川出納室長 

 上程いただきました議案第８0 号、平成２９年度美郷町歳入歳出決算の認定を求めること

につきまして、概要をご説明申し上げます。平成２９年度決算につきましては、本年４月１

日から２カ月にわたる出納整理期間を終え、５月３１日に出納を閉鎖いたしました。また７

月２３日から８月１６日までの２５日間、監査委員のお２方に決算審査をいただき、８月３

１日にお示しをしておりますとおり、全会計にわたって相違なく適正であるとの決算審査

意見をいただいたところでございます。平成２９年度決算の認定に供する資料といたしま

しては、お手元に配布しております２種類のＡ３の綴りとタブレットに配信しております

資料１、決算の概要（政策推進関係の１から３）と資料２主要施策に係る成果説明書でござ

います。まず決算書綴りは一般会計から特別会計にわたって全８会計の歳入歳出の事項別

明細書でございます。またそれとは別に２つの調書を一括して綴っておりますものは、総務

課と企画財政課においてそれぞれ作成されたものでございます。最初は総務課からの財産

に関する調書でございます。町が所有しております土地、建物、基金、出資金等に関するも

のでございます。次に企画財政課からの歳入歳出決算資料でございます。実質収支に関する

調書をはじめ未収金の状況、基金の状況、地方債の状況、財政力指数等の状況などについて

まとめられております。それでは、この綴りの上に２種類の見出しをつけておりますが、そ

の中の決算資料とあります企画財政課作成の平成２９年度歳入歳出決算資料の２ページを
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ご覧願います。平成２９年度会計別決算及び実質収支に関する調書により、会計別の決算状

況についてご報告申し上げます。まず一般会計につきましては、歳入総額６６億５９７５万

５２８８円。歳出総額６３億５６４３万６８３８円で差引額３億３３１万８４５０円とな

ります。また、この差引額の内には、翌年度に繰り越すべき繰越明許費繰越額の１億６７５

１万９９７４円が含まれており、平成２９年度実質収支額は１億３５７９万８４７６円と

なります。次に特別会計でございます。住宅新築資金等貸付事業特別会計でございます。歳

入総額２４６万８４７７円。歳出総額１５５万９５６６円で、差引額９０万８９１１円とな

り、実質収支額も同額でございます。次に簡易水道事業特別会計でございます。歳入総額２

億７０８２万５５３８円。歳出総額２億７０７７万５３３２円で、差引額５万２０６円とな

り、実質収支額も同額でございます。次に下水道事業特別会計でございます。歳入総額２億

３５２７万４０６円。歳出総額２億３５２１万８８９６円で差引額は５万１５１０円とな

り、実質収支額も同額でございます。次に、君谷診療所特別会計でございます。歳入総額４

７２万８１４９円。歳出総額４７２万８１４９円で歳入歳出差引額、実質収支額ともに０円

でございます。次に国民健康保険特別会計でございます。歳入総額７億９２６２万７２１７

円。歳出総額７億７６２５万５７９６円で、差引額は１６３７万１４２１円となり、実質収

支額も同額でございます。次に国民健康保険診療所特別会計でございます。歳入総額７２５

２万７８０９円。歳出総額７２５２万７８０９円で、差引額、実質収支額ともに０円でござ

います。最後に後期高齢者医療特別会計でございます。歳入総額１億８８６９万６８７円。

歳出総額１億８８６９万６８７円で、差引額、実質収支額ともに０円でございます。また、

一般会計及び特別会計の合計額は歳入総額８２億２６８９万３５７１円。歳出総額７９億

６１９万３０７３円で、歳入歳出差引額は３億２０７０万４９８円となっております。なお

実質収支額は繰越明許費繰越額の１億６７５１万９９７４円を差し引いた１億５３１８万

５２４円となります。以上が会計ごとの決算額及び実質収支額でございます。続きまして次

の３ページ、平成２９年度美郷町会計別決算及び実質収支等に関する資料の予算執行率に

つきましてご報告申し上げます。この執行率は、予算額と決算額との比率でございます。こ

の表は左側から予算額、決算額、予算額と決算額の比較、そして予算額と決算額の比率、不

納欠損額、収入未済額について表記したものでございます。さらに、それぞれ年度対比も行

っております。予算執行率につきましては、表の真ん中より少し右側にあります予算額と決

算額の比率の欄にあります平成２９年度のところをご覧ください。上段の一般会計で申し

上げますと、平成２９年度歳入は、９７．１％、平成２９年度歳出は９２．７％となってお

ります。以下特別会計につきましては、各会計の歳入歳出ごとの執行率が記載されておりま

すので、ご覧いただきますようお願いいたします。次に長期総合計画の推進関係の決算概要

についてご報告いたします。タブレットの予算決算委員会フォルダーの中の資料１、平成２

９年度決算の概要、政策推進関係の１ページをお開き願います。分野ごとに、まず生活基盤、

利便性の高い快適な暮らしを実感できる町に係る歳出額が１３億６４２３万１０００円。

次に産業雇用、人と地域の個性を活かした産業を創出するまちに係る歳出額が３億６６６
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０万円。次に教育交流、美郷町を担う心豊かな人づくりに係る歳出額が６７３５万３０００

円。次に健康福祉、生涯を通じて健康で安心できる町に係る歳出額が１５億８９１４万２０

００円。最後に住民自治、連帯の絆で支え合うコミュニティの町に係る歳出額が２億９４６

３万円で、長期総合計画の推進関係の歳出総額は３６億８１９５万７０００円でございま

す。尚、各分野の決算の詳細につきましては、予算決算委員会におきまして担当課長からご

説明を申し上げますので、よろしくお願いいたします。以上簡単ではございますが、平成２

９年度の決算概要の一部を申し上げさせていただきました。内容をご精査の上、認定いただ

きますよう、よろしくお願いいたします。 

●西嶋議長 

 以上で議案の説明が終わりました。 

尚、議案に対する質疑は、6 日に日程を取りますので、よろしくお願いいたします。 

以上で本日の議事日程はすべて終了しました。 

次の会議は６日木曜日、定刻より開きます。 

本日はこれをもちまして散会といたします。 

ご苦労さまでした。 

なお、この後、午後 1 時より、この場所におきまして全員協議会を開きますので、よろし

くお願いいたします。 

ご苦労さまでした。 

（散  会  午後 １２時 ０５分） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


